
もやせる物   週２回

もやせる物の減量化を進めましょう

●指定袋は「　　　　　　　　 」です。 
●収集当日の朝６時頃から朝８時までに決められた場所に出しましょう。 
●５０㎝以上のものは、粗大ごみとなります。（衣類等布製品は除く。） 

●もやせる物（プラスチック類など）とリサイクルする物（金属類など）の
混合物はできる限り分別し、それぞれの種別で出してください。どうして
も分別できない場合は、占める割合が多い種別に分別してください。

●容器等に入っている固体物、液体物、気体物は、必ず使い切ってください。
●鋭利なものは新聞紙などに包み、指定袋に「危険」と明記してください。
●下着、紙おむつ、生理用品、在宅医療廃棄物は、新聞紙で包むか、

中身が見えない袋に入れたうえで、指定ごみ袋に入れて出すことができます。

家庭から出る「もやせる物」の重量のうち、
約４０％が「生ごみ」です。
その生ごみの約８０％が水分のため、水切り
がごみ減量に大きな効果をもたらします！
ほかにも、水切りをすることで、ごみが軽く
なり、ごみ出しが楽になったり、悪臭や虫の
発生を防ぐことができます。
生ごみの水切りを積極的に行い、ごみの減量化
を進めましょう。

黄色の袋黄色の袋

· 水分をしっかりと
切ってください。

・５０㎝未満に割って
ください。

・おむつの汚物は取り
除いてください。

・針等鋭利な部分が
ある場合は、必ず
紙で包み、指定袋
に「危 険」と明 記
してください。

・油は固形化するか、
紙等にしみ込ませる。

・５０㎝未満に切ってください。５０㎝未満に
切れない時は「粗大ごみ」に分別してください。

・直径８㎝未満、
長さ５０㎝未満に
してください。

　（１か 所 の ご み
ステ ーションに
つき10 袋まで）

・草・落ち葉
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・大きさにかかわらず、
指定袋に入るものは「もやせる物」 

衣類等布製品




